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        公布された規則のあらまし         

 

◇鳥取県児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 

１ 規則の改正理由 

児童福祉法が改正され、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業及び妊産

婦等生活援助事業の制度が新設されたこと等に伴い、所要の改正を行う。 

２ 規則の概要 

(１) 親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業及び妊産婦等生活援助事業

の開始、届出事項の変更及び廃止等の届出の様式を定める。 

(２) 小児慢性特定疾病要支援者証明事業の開始に伴い、小児慢性特定疾病にかかっている事実の証明の申

請等に関する様式を定める。 

(３) その他所要の規定の整備を行う。 

(４) 施行期日は、公布の日とする(３)の一部に関する事項を除き、令和６年４月１日とする。 

 

◇鳥取県児童福祉施設に関する条例施行規則及び鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例施

行規則の一部を改正する規則 

１ 規則の改正理由 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、所要の改正を行う。 

２ 規則の概要 

(１) 里親支援センターにおける職員の配置、サービスの提供等に関する基準を定める。 

(２) 福祉型児童発達支援センター及び医療型児童発達支援センターが、児童発達支援センターに一元化され

ることに伴い、職員の配置等に関する基準の整備を行う。 

(３) 指定障害児通所支援事業者（指定保育所等支援事業者を除く。）は、利用者の適性、障害の特性その他

の事情を踏まえたサービスの確保並びに質の評価及びその改善の適切な実施の観点から、サービスの提供に

当たっては、心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援を行うこととし、事業所ごとに指定児童発達支

援プログラム等を策定し、インターネットの利用その他の方法により公表することとする。 

(４) 指定障害児入所施設は、移行支援計画の作成後、モニタリングを行うとともに、入所者について解決す

べき課題を把握し、少なくとも６月に１回以上、計画の見直しを行い、必要に応じて、計画の変更等を行う

こととする。 

(５) その他所要の規定の整備を行う。 

(６) 施行期日等 

ア 施行期日は、令和６年４月１日とする。 

イ 所要の経過措置を講ずる。 
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規 則 

鳥取県児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年３月29日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

鳥取県規則第20号 

鳥取県児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 

 

第１条 鳥取県児童福祉法施行細則（平成３年鳥取県規則第20号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（小児慢性特定疾病医療費の支給の申請等） 

第３条 省令第７条の９第１項に規定する申請書及

び法第19条の22第４項に規定する証明の申請書

は、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼小

児慢性特定疾病登録者証申請書（様式第２号）に

よるものとする。 

２ 略 

 

（小児慢性特定疾病医療費の支給の申請） 

第３条 省令第７条の９第１項に規定する申請書

は、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書（様

式第２号）によるものとする。 

 

 

２ 略 

 

（小児慢性特定疾病医療費医療受給者証兼小児慢性

特定疾病登録者証） 

第４条 省令第７条の22に規定する医療受給者証及

び省令第７条の45ただし書の書面は、小児慢性特

定疾病医療費医療受給者証兼小児慢性特定疾病登

録者証（様式第２号の２）によるものとする。 

 

（小児慢性特定疾病医療費医療受給者証） 

 

第４条 省令第７条の22に規定する医療受給者証

は、小児慢性特定疾病医療費医療受給者証（様式

第２号の２）によるものとする。 

 

（指定等の申請） 

第14条の２ 略 

２ 省令第18条の34の４及び第25条の21の３の規定

による指定の変更の申請は、指定障害児通所支援

事業者・指定障害児入所施設指定変更申請書（様

式第21号の２）によるものとする。 

 

（指定等の申請） 

第14条の２ 略 

２ 省令第18条の34の２及び第25条の21の３の規定

による指定の変更の申請は、指定障害児通所支援

事業者・指定障害児入所施設指定変更申請書（様

式第21号の２）によるものとする。 

 

（児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育

事業の開始の届出） 

第16条 法第34条の４第１項の規定による届出は、

児童自立生活援助事業開始届出書（様式第26号）

又は小規模住居型児童養育事業開始届出書（様式

第26号の２）を提出してしなければならない。 

 

（児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育

事業の開始の届出） 

第16条 法第34条の４第１項の規定による届出は、

児童自立生活援助事業開始届出書（様式第26号）

又は小規模住居型児童養育事業届出書（様式第26

号の２）を提出してしなければならない。 

（児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育

事業の廃止等の届出） 

第18条 略 

 

（児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育

事業の廃止等の届出） 

第18条 略 
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（親子再統合支援事業等の開始の届出） 

第18条の２ 法第34条の７の２第２項の規定による

届出は、親子再統合支援事業開始届出書、社会的

養護自立支援拠点事業開始届出書又は意見表明等

支援事業開始届出書（様式第28号の３）を提出し

てしなければならない。 

 

 

（親子再統合支援事業等の届出事項の変更の届出） 

第18条の３ 法第34条の７の２第３項の規定による

届出は、親子再統合支援事業届出事項変更届出

書、社会的養護自立支援拠点事業届出事項変更届

出書又は意見表明等支援事業届出事項変更届出書

（様式第28号の４）を提出してしなければならな

い。 

 

 

（親子再統合支援事業等の廃止等の届出） 

第18条の４ 法第34条の７の２第４項の規定による

届出は、親子再統合支援事業廃止（休止）届出

書、社会的養護自立支援拠点事業廃止（休止）届

出書又は意見表明等支援事業廃止（休止）届出書

（様式第28号の５）を提出してしなければならな

い。 

 

 

（妊産婦等生活援助事業の開始の届出） 

第18条の５ 法第34条の７の５第２項の規定による

届出は、妊産婦等生活援助事業開始届出書（様式

第28号の６）を提出してしなければならない。 

 

 

（妊産婦等生活援助事業の届出事項の変更の届出） 

第18条の６ 法第34条の７の５第３項の規定による

届出は、妊産婦等生活援助事業届出事項変更届出

書（様式第28号の７）を提出してしなければなら

ない。 

 

 

（妊産婦等生活援助事業の廃止等の届出） 

第18条の７ 法第34条の７の５第４項の規定による

届出は、妊産婦等生活援助事業廃止（休止）届出

書（様式第28号の８）を提出してしなければなら

ない。 

 

 

様式第２号（第３条関係） 

（表面） 

 略 

小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼小

児慢性特定疾病登録者証申請書（新規・更

様式第２号（第３条関係） 

（表面） 

 略 

小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書（新

規・更新・変更） 
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新・変更） 

 略 

受診を希望

す る （ 指

定）医療機

関（薬局、

訪問看護事

業者等を含

む。） 

 略 

小児慢性特

定疾病医療

費の支給を

開始するこ

とが適当と

考えられる

年月日 

年 月 日 【左記の欄が申請日

から１か月以上前の

年月日となっている

理由】  

□ 医療意見書の受

領に時間を要した

ため  

□ 症状の悪化等に

より、申請書類の

準備や提出に時間

を要したため 

□ 大規模災害に被

災したこと等によ

り、申請書類の提

出に時間を要した

ため  

□ その他（    ）

  上記のとおり、小児慢性特定疾病医療費の支給

及び小児慢性特定疾病にかかっている事実等の証

明を申請します。 

     年  月  日 

           申請者氏名 

 鳥取県  総合事務所長 様 

注 略 

 

（裏面） 

支給認定基準世帯員（受診者と同じ医療保険に加入

する者） 

 略 

 

注意事項 

１・２ 略 

３．児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条

の２第２項第１号に規定する指定小児慢性特

定疾病医療機関以外での診療は対象外となり

ます。 

 

 略 

受診を希望

す る （ 指

定）医療機

関（薬局、

訪問看護事

業者等を含

む。） 

 略 

  上記のとおり、小児慢性特定疾病医療費の支給

を申請します。 

 

     年  月  日 

           申請者氏名 

 鳥取県  総合事務所長 様 

注 略 

 

（裏面） 

支給認定基準世帯員（受診者と同じ医療保険に加入

する者） 

 略 

 

注意事項 

１・２ 略 

３．都道府県、指定都市又は中核市が指定した

指定医療機関で、かつ、この申請書において

「受診を希望する医療機関」として申請され

た医療機関以外の医療機関で受療した場合、
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 ○総合事務所の連絡先一覧 

 略 

 

【所得区分】 

受診者の加入する医療保険が国民健康保険である

場合は、当該国民健康保険に加入する世帯員全員の

市町村民税（所得割）課税額の合計により、国民健

康保険以外である場合は医療保険の被保険者（申請

者又は受診者）の市町村民税（所得割）課税額によ

り、それぞれ判断してください。 

 略  略 

当該医療費助成が受けられません。受療する

医療機関を変更・追加する場合には、必ずそ

の医療機関が都道府県、指定都市又は中核市

の指定を受けていることを確認し、改めて医

療機関の変更・追加の申請を行ってくださ

い。薬局、訪問看護事業者等についても同様

です。 

４．医療機関を変更・追加する場合 

 ・必要添付書類 □申請書 □受療する医療

機関が確認できる書類 

 ○総合事務所の連絡先一覧 

 略 

 

【所得区分】 

受診者の加入する医療保険が国民健康保険である

場合は、当該国民健康保険に加入する世帯員全員の

市町村民税（所得割）課税額の合計により、国民健

康保険以外である場合は医療保険の被保険者（申請

者又は受診者）の市町村民税（所得割）課税額によ

り、それぞれ判断してください。 

 略  略 

様式第２号の２（第４条関係） 様式第２号の２（第４条関係） 

（表面） 

小児慢性特定疾病医

療費医療受給者証

（兼小児慢性特定疾

病登録者証） 

 略 

  

 

 略 

 

 

  

（表面） 

小児慢性特定疾病医

療費医療受給者証 

 

 

 略 

  

 

 略 

 

 

 

  

（裏面） 

注意事項 

 １～４ 略 

 ５ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

６条の２第２項第１号に規定する指定小

児慢性特定疾病医療機関以外での診療は

対象外となります。 

 

６～９ 略 

問合せ先 

 

 略 

（裏面） 

注意事項 

 １～４ 略 

 ５ この証に記載されていない保険医療機

関等での診療は対象外となります。他の

保健医療機関等を利用する場合は、必ず

事前に総合事務所長に届け出てくださ

い。 

６～９ 略 

問合せ先 

 

 略 
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第２条 鳥取県児童福祉法施行細則の一部を次のように改正する。 

  様式第28号の２の次に次の６様式を加える。 

様式28号の３（第18条の２関係） 

 

親 子 再 統 合 支 援 事 業 

社会的養護自立支援拠点事業   開始届出書 

意 見 表 明 等 支 援 事 業 

 

年  月  日 

 

  職 氏  名 様 

郵便番号        

住  所        

フリガナ        

届出者 氏  名      

電話番号        

 

（親子再統合支援事業・社会的養護自立支援拠点事業・意見表明等支援事業）を開始したいので、法第34条

の７の２第２項の規定により、関係書類を添えて次のとおり届け出ます。 

事 業 の 種 類 及 び 内 容   

経営者の氏名及び住所

（法人の場合は、名称及び

主たる事務所の所在地）

  

職員の定数及び職務の内容   

施   設

名   称   

種   類   

所 在 地   

事業開始の予定年月日    年  月  日 

 添付書類 

  １ 定款その他の基本約款 

  ２ 主な職員の氏名及び経歴を記載した書類 

  ３ 収支予算書及び事業計画書（インターネットを利用して閲覧できない場合に限る。） 

  ４ 施設を経営するものについては施設の平面図 
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様式28号の４（第18条の３関係） 

 

親 子 再 統 合 支 援 事 業 

社会的養護自立支援拠点事業   届出事項変更届出書 

意 見 表 明 等 支 援 事 業 

 

 

      年  月  日 

   

職 氏  名 様 

 

  （親子再統合支援事業・社会的養護自立支援拠点事業・意見表明等支援事業）について変更したので、法第

34条の７の２第３項の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

郵便番号        

住  所        

フリガナ        

届出者 氏  名       

電話番号        

 

変 更 事 項   

   変 更 前   

    変 更 後   

変 更 の 理 由   

変 更 年 月 日    年  月  日 

 添付書類 変更内容を記載した書類 
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様式28号の５（第18条の４関係） 

 

親 子 再 統 合 支 援 事 業 

社会的養護自立支援拠点事業   廃止（休止）届出書 

意 見 表 明 等 支 援 事 業 

 

 

      年  月  日 

 

  職 氏  名 様 

 

  （親子再統合支援事業・社会的養護自立支援拠点事業・意見表明等支援事業）を廃止（休止）したいので、

法第34条の７の２第４項の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

郵便番号        

住  所        

フリガナ        

届出者 氏  名 

電話番号        

 

事 業 の 種 類 及 び 内 容   

廃止（休止）しようとする年月日   年  月  日 

廃 止 （ 休 止 ） の 理 由   

現に便宜を受けている者に対する

措置 

  

休止の予定期間（休止しようとす

る場合に限る｡） 
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様式28号の６（第18条の５関係） 

 

妊産婦等生活援助事業開始届出書 

 

年  月  日 

  職 氏  名 様 

   

郵便番号        

住  所        

フリガナ        

届出者 氏  名 

電話番号        

 

妊産婦等生活援助事業を開始したいので、法第34条の７の５第２項の規定により、関係書類を添えて次のと

おり届け出ます。 

事 業 の 種 類 及 び 内 容   

経営者の氏名及び住所

（法人の場合は、名称及び

主たる事務所の所在地）

  

職員の定数及び職務の内容   

施   設

名   称   

種   類   

所 在 地   

事業開始の予定年月日    年  月  日 

 添付書類 

  １ 定款その他の基本約款 

  ２ 主な職員の氏名及び経歴を記載した書類 

  ３ 収支予算書及び事業計画書（インターネットを利用して閲覧できない場合に限る。） 

  ４ 施設を経営するものについては施設の平面図 
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様式28号の７（第18条の６関係） 

 

妊産婦等生活援助事業届出事項変更届出書 

 

      年  月  日 

 

  職 氏  名 様 

 

  妊産婦等生活援助事業について変更したので、法第34条の７の５第３項の規定により、次のとおり届け出ま

す。 

 

郵便番号        

住  所        

フリガナ        

届出者 氏  名 

電話番号        

 

変 更 事 項   

   変 更 前   

    変 更 後   

変 更 の 理 由   

変 更 年 月 日   年  月  日 

 添付書類 変更内容を記載した書類 
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様式28号の８（第18条の７関係） 

 

妊産婦等生活援助事業廃止（休止）届出書 

   

    年  月  日 

 

  職 氏  名 様 

 

妊産婦等生活援助事業を廃止（休止）したいので、法第34条の７の５第４項の規定により、次のとおり届け

出ます。 

 

郵便番号        

住  所        

フリガナ        

届出者 氏  名 

電話番号        

 

事 業 の 種 類 及 び 内 容   

廃止（休止）しようとする年月日   年  月  日 

廃 止 （ 休 止 ） の 理 由   

現に便宜を受けている者に対する

措置 

  

休止の予定期間（休止しようとす

る場合に限る｡） 

  

 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第１条中鳥取県児童福祉法施行細則第16条の改正規定

は、公布の日から施行する。 
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鳥取県児童福祉施設に関する条例施行規則及び鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例施

行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年３月29日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

鳥取県規則第21号 

鳥取県児童福祉施設に関する条例施行規則及び鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条

例施行規則の一部を改正する規則 

 

（鳥取県児童福祉施設に関する条例施行規則の一部改正） 

第１条 鳥取県児童福祉施設に関する条例施行規則（平成25年鳥取県規則第26号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（児童家庭支援センターの基準） 

第13条 略 

 

（里親支援センターの基準） 

第14条 条例に定めるもののほか、里親支援センタ

ーの設備及び運営に関する基準は、別表第12のと

おりとする。 

 

（児童家庭支援センターの基準） 

第13条 略 

 

別表第２（第４条関係） 

項目 基準 

 略 

サービ

スの提

供 

１～13 略 

14 児童相談所及び児童家庭支援セン

ター、里親支援センター、児童委

員、保健所、市町村保健センター等

の関係機関と密接に連携して乳幼児

の養育及び家庭環境の調整に当たる

こと。 

15～17 略 

 略 

別表第２（第４条関係） 

項目 基準 

 略 

サービ

スの提

供 

１～13 略 

14 児童相談所及び児童家庭支援セン

ター、児童委員、保健所、市町村保

健センター等の関係機関と密接に連

携して乳幼児の養育及び家庭環境の

調整に当たること。 

 

15～17 略 

 略 

 

別表第３（第５条関係） 

項目 基準 

 略 

サービ

スの提

供 

１～10 略 

11 福祉事務所、母子・父子自立支援

員、児童の通学する学校、児童相談

所、母子・父子福祉団体及び公共職

業安定所並びに必要に応じ児童家庭

支援センター、里親支援センター、

女性相談支援センター等の関係機関

 

別表第３（第５条関係） 

項目 基準 

 略 

サービ

スの提

供 

１～10 略 

11 福祉事務所、母子・父子自立支援

員、児童の通学する学校、児童相談

所、母子・父子福祉団体及び公共職

業安定所並びに必要に応じ児童家庭

支援センター、婦人相談所等の関係

機関と密接に連携して、母子の保護
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と密接に連携して、母子の保護及び

生活支援に当たること。 

12～14 略 

 略 

及び生活支援に当たること。 

 

12～14 略 

 略 

 

別表第６（第８条関係） 

項目 基準 

 略 

サービ

スの提

供 

１～16 略 

17 児童の通学する学校及び児童相談

所並びに必要に応じ児童家庭支援セ

ンター、里親支援センター、児童委

員、公共職業安定所等の関係機関と

密接に連携して児童の指導及び家庭

環境の調整に当たること。 

18～20 略 

 略 

 

別表第６（第８条関係） 

項目 基準 

 略 

サービ

スの提

供 

１～16 略 

17 児童の通学する学校及び児童相談

所並びに必要に応じ児童家庭支援セ

ンター、児童委員、公共職業安定所

等の関係機関と密接に連携して児童

の指導及び家庭環境の調整に当たる

こと。 

18～20 略 

 略 

 

別表第７（第９条関係） 

１ 福祉型障害児入所施設 

区分 基準 

職員の

配置 

１～３ 略 

４ 入所者５人以上に心理支援を行う

場合には、心理担当職員を置くこ

と。 

５・６ 略 

７ 心理担当職員は、学校教育法の規

定による大学（短期大学を除く。）

若しくは大学院において心理学を専

修する学科、研究科若しくはこれに

相当する課程を修めて卒業した者で

あって、個人及び集団心理療法の技

術を有するもの又はこれと同等以上

の能力を有すると認められる者を

もって充てること。 

８ 略 

 略 

 

別表第７（第９条関係） 

１ 福祉型障害児入所施設 

区分 基準 

職員の

配置 

１～３ 略 

４ 入所者５人以上に心理指導を行う

場合には、心理指導担当職員を置く

こと。 

５・６ 略 

７ 心理指導担当職員は、学校教育法

の規定による大学（短期大学を除

く。）若しくは大学院において心理

学を専修する学科、研究科若しくは

これに相当する課程を修めて卒業し

た者であって、個人及び集団心理療

法の技術を有するもの又はこれと同

等以上の能力を有すると認められる

者をもって充てること。 

８ 略 

 略 

 ２ 略 

 

別表第８（第10条関係） 

  

区分 基準 

職員の

配置 

１ 児童指導員、保育士、機能訓練担

当職員及び看護職員の総数は、おお

むね利用者の数を４で除して得た数

 ２ 略 

 

別表第８（第10条関係） 

１ 福祉型児童発達支援センター 

区分 基準 

職員の

配置 

１ 主として難聴児が通う施設及び主

として重症心身障害児が通う施設を

除き、児童指導員、保育士、機能訓
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以上とし、そのうち半数以上は児童

指導員又は保育士とすること。 

 

 

２ 嘱託医師は、精神科又は小児科の

診療に相当の経験を有する者をもっ

て充てること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 略 

４ 次に掲げる場合には、看護職員を

置かないことができること。 

 

 

(１)～(３) 略  

５ 略 

６ 略 

 略 

サービ

スの提

供 

１～11 略 

 

 

練担当職員及び看護職員の総数は、

おおむね利用者の数を４で除して得

た数以上とし、そのうち半数以上は

児童指導員又は保育士とすること。 

２ 主として知的障がいのある児童が

通う施設の嘱託医師は、精神科又は

小児科の診療に相当の経験を有する

者をもって充てること。 

３ 主として難聴児が通う施設の児童

指導員、保育士、言語聴覚士、機能

訓練担当職員及び看護職員の総数

は、おおむね利用者の数を４で除し

て得た数以上とする。ただし、言語

聴覚士の数は、４人を下回ることは

できない。 

４ 主として難聴児が通う施設の嘱託

医師は、眼科又は耳鼻咽喉科の診療

に相当の経験を有する者をもって充

てること。 

５ 主として重症心身障害児が通う施

設の児童指導員、保育士、看護職員

及び機能訓練担当職員の総数は、お

おむね利用者の数を４で除して得た

数以上とすること。ただし、機能訓

練担当職員の数は、１人を下回るこ

とはできない。 

６ 主として重症心身障害児が通う施

設の嘱託医師は、内科、精神科、神

経と組み合わせた名称を診療科名と

する診療科、小児科、外科、整形外

科又はリハビリテーション科の診療

に相当の経験を有する者をもって充

てること。 

７ 略 

８ 主として重症心身障害児が通う施

設を除き、次に掲げる場合には、看

護職員を置かないことができるこ

と。 

(１)～(３) 略  

９ 略 

10 略  

 略 

サービ

スの提

供 

１～11 略 

12 主として難聴児が通う施設は、通

所開始時の健康診断に当たり、特に
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12 利用者に対して行う心理学的及び

精神医学的診査は、利用者の福祉に

有害な実験にわたってはならない。

 

 

 

13 略 

14 略 

15 略 

 略 

難聴の原因及び機能障害の状況を精

密に診断すること。 

13 主として知的障がいのある児童が

通う施設は、利用者を適切に保護す

るため、随時心理学的及び精神医学

的診査を行うこと。ただし、利用者

の福祉に有害な実験にわたってはな

らない。 

14 略 

15 略 

16 略 

略  

２ 医療型児童発達支援センター 

区分 基準 

職員の

配置 

１ 利用者の支援に直接従事する職員

以外の職員は、併せて設置する他の

社会福祉施設の職員を兼ねることが

できること。 

２ 保育所若しくは家庭的保育事業所

等に入所し、又は幼保連携型認定こ

ども園に入園している児童と施設の

利用者を交流させるときは、利用者

の支援に支障がない場合に限り、利

用者の支援に直接従事する職員につ

いては、これら児童への保育に併せ

て従事させることができること。 

設備 １ 階段の傾斜を緩やかにすること。

２ 利用者の支援に支障がないと認め

られる設備については、併せて設置

する他の社会福祉施設の設備を兼ね

ることができること。 

３ 消火設備その他非常災害の際に必

要な設備を設けること。 

サービ

スの提

供 

１ 利用者の使用する設備、食器等

は、衛生的な管理に努めること。 

２ 感染症、食中毒及び熱中症が発生

し、又はまん延しないように、次に

掲げる措置を講ずること。 

(１) 感染症、食中毒及び熱中症の

予防及びまん延の防止のための対

策を検討する委員会を定期的に開

催するとともに、その結果につい

て、職員に周知徹底を図ること。

なお、委員会は、テレビ電話装置

等を活用して開催することができ
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る。 

(２) 感染症、食中毒及び熱中症の

予防及びまん延の防止のための指

針を整備すること。 

(３) 職員に対し、感染症、食中毒

及び熱中症の予防及びまん延の防

止のための研修並びに感染症の予

防及びまん延の防止のための訓練

を定期的に行うこと。 

３ 利用者の希望等を勘案し、清潔を

維持することができるように、入所

者を入浴させ、又は清しきするこ

と。 

４ 必要な医薬品その他の医療品を備

えるとともに、その管理を適正に行

うこと。 

５ 避難訓練、消火訓練又は地震等の

災害に対する訓練にあっては毎月１

回、救出その他必要な訓練にあって

は定期的に行うこと。 

６ 食事は、栄養並びに利用者の心身

の状況及び嗜
し

好を考慮し、あらかじ

め作成された献立に従って施設内の

調理室で調理されたものを適切な時

間に提供すること。また、その材料

には、県内で生産された農林水産物

及び加工品並びに当該農林水産物を

材料として県外で生産された加工品

を利用するよう努めること。 

７ 利用者に対して健康な生活の基本

として正しい食習慣を身に付けさせ

るよう努めること。 

８ 生活指導は、利用者ができる限り

社会に適応するよう行うこと。 

９ 利用者の保護者に利用者の性質及

び能力を説明するとともに、必要に

応じ当該利用者を取り扱った児童福

祉司又は児童委員と密接な連絡をと

り、利用者の生活指導につき、その

協力を求めること。 

10 利用者に対し、通所開始時の健康

診断及び必要の都度の健康診断を、

学校保健安全法に規定する児童生徒

等の健康診断に準じて、又は、利用

者の障がいの特性等に配慮して行う
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こと。ただし、次の表の左欄に掲げ

る健康診断の結果を把握した場合で

あって、当該健康診断がそれぞれ同

表の右欄に掲げる健康診断の全部又

は一部に相当すると認められるとき

は、同欄に掲げる健康診断の全部又

は一部を行わないことができる。 

児童相談所等

における通所

前の健康診断 

通所開始時の

健康診断 

利用者が通学

する学校にお

ける健康診断 

必要の都度の

健康診断 

11 前号の健康診断をした医師から、

当該健康診断の結果に基づき通所の

中止等の勧告を受けた場合は、これ

に従って適切な措置を講ずること。 

12 肢体不自由のある利用者について

は、整形外科的診断により肢体の機

能障害の原因及びその状況を精密に

診断し、通所を継続するか否かを考

慮すること。 

13 職員の健康診断に当たっては、利

用者の食事を調理する者について特

に綿密な注意を払うこと。 

14 職員に対し、施設の目的を達成す

るために必要な知識及び技能の修

得、維持及び向上のための研修の機

会を確保すること。 

15 条例及びこの規則の基準を超えて

設備を有し、又は運営をしている施

設においては、条例及びこの規則を

理由として、その設備又は運営を低

下させないこと。 

記録の

作成及

び保存 

別表第１記録の作成及び保存の項に

掲げる基準を満たすこと。 

事故等

への対

応 

別表第１事故等への対応の項に掲げ

る基準を満たすこと。 

 

 

別表第９（第11条関係） 

項目 基準 

 略 

 

別表第９（第11条関係） 

項目 基準 

 略 
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サービ

スの提

供 

１～13 略 

14 児童の通学する学校及び児童相談

所並びに必要に応じ児童家庭支援セ

ンター、里親支援センター、児童委

員、保健所、市町村保健センター等

の関係機関と密接に連携して児童の

指導及び家庭環境の調整に当たるこ

と。 

15～17 略 

 略 

 

別表第10（第12条関係） 

項目 基準 

 略 

サービ

スの提

供 

１～15 略 

16 児童の通学する学校及び児童相談

所並びに児童家庭支援センター、里

親支援センター、児童委員、公共職

業安定所等の関係機関と密接に連携

して児童の指導及び家庭環境の調整

に当たること。 

17～19 略 

 略 

 

別表第11（第13条関係） 略 

 

別表第12（第14条関係） 

項目 基準 

職員の

配置 

１ 里親制度等普及促進担当者は、次の

いずれかに該当する者をもって充てる

こと。 

(１) 法第13条第３項各号のいずれか

に該当する者 

(２) 里親として５年以上の委託児童

（法第27条第１項第３号の規定によ

り里親に委託された児童をいう。以

下この項において同じ。）の養育の

経験を有する者又は小規模住居型児

童養育事業の養育者等（児童福祉法

施行規則（昭和23年厚生省令第11

号）第１条の10に規定する養育者等

をいう。以下この項において同

じ。）若しくは児童養護施設、乳児

院、児童心理治療施設若しくは児童

自立支援施設の職員として、児童の

サービ

スの提

供 

１～13 略 

14 児童の通学する学校及び児童相談

所並びに必要に応じ児童家庭支援セ

ンター、児童委員、保健所、市町村

保健センター等の関係機関と密接に

連携して児童の指導及び家庭環境の

調整に当たること。 

 

15～17 略 

 略 

 

別表第10（第12条関係） 

項目 基準 

 略 

サービ

スの提

供 

１～15 略 

16 児童の通学する学校及び児童相談

所並びに児童家庭支援センター、児

童委員、公共職業安定所等の関係機

関と密接に連携して児童の指導及び

家庭環境の調整に当たること。 

 

17～19 略 

 略 

 

別表第11（第13条関係） 略 
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養育に５年以上従事した者であっ

て、里親制度その他の児童の養育に

必要な制度への理解及びソーシャル

ワークの視点を有するもの 

(３) 里親制度その他の児童の養育に

必要な制度の普及促進及び新たに里

親になることを希望する者の開拓に

関して、知事が(１)又は(２)に該当

する者と同等以上の能力を有すると

認める者 

２ 里親等支援員は、次の各号のいずれ

かに該当する者をもって充てること。 

(１) 法第13条第３項各号のいずれか

に該当する者 

(２) 里親として５年以上の委託児童

の養育の経験を有する者又は小規模

住居型児童養育事業の養育者等若し

くは児童養護施設、乳児院、児童心

理治療施設若しくは児童自立支援施

設の職員として、児童の養育に５年

以上従事した者であって、里親制度

その他の児童の養育に必要な制度へ

の理解及びソーシャルワークの視点

を有するもの 

(３) 里親及び里親に養育される児童

並びに里親になろうとする者（以下

「里親等」という。）への支援の実

施に関して、知事が(１)又は(２)に

該当する者と同等以上の能力を有す

ると認める者 

３ 里親研修等担当者は、次のいずれか

に該当する者をもって充てること。 

(１) 法第13条第３項各号のいずれか

に該当する者 

(２) 里親として５年以上の委託児童

の養育の経験を有する者又は小規模

住居型児童養育事業の養育者等若し

くは児童養護施設、乳児院、児童心

理治療施設若しくは児童自立支援施

設の職員として、児童の養育に５年

以上従事した者であって、里親制度

その他の児童の養育に必要な制度へ

の理解及びソーシャルワークの視点

を有するもの 

(３) 里親及び里親になろうとする者
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への研修の実施に関して、知事が

(１)又は(２)に該当する者と同等以

上の能力を有すると認める者 

４ 里親支援センターの長は、次のいず

れかに該当し、かつ、法第11条第４項

に規定する里親支援事業の業務の十分

な経験を有する者であって、里親支援

センターを適切に運営する能力を有す

るものをもって充てること。 

(１) 法第13条第３項各号のいずれか

に該当する者 

(２) 里親として５年以上の委託児童

の養育の経験を有する者又は小規模

住居型児童養育事業の養育者等若し

くは児童養護施設、乳児院、児童心

理治療施設若しくは児童自立支援施

設の職員として、児童の養育に５年

以上従事した者であって、里親制度

その他の児童の養育に必要な制度へ

の理解及びソーシャルワークの視点

を有するもの 

(３) 知事が(１)又は(２)に該当する

者と同等以上の能力を有すると認め

る者 

５ 利用者の支援に直接従事する職員以

外の職員は、併せて設置する他の社会

福祉施設の職員を兼ねることができる

こと。 

設備 別表第１設備の項に掲げる基準を満た

すこと。 

サービ

スの提

供 

１ 利用者の使用する設備、食器等は、

衛生的な管理に努めること。 

２ 感染症、食中毒及び熱中症の発生を

防止するために衛生上及び健康管理上

必要な措置を講ずること。また、職員

に対し、感染症、食中毒及び熱中症の

予防及びまん延の防止のための研修並

びに感染症の予防及びまん延の防止の

ための訓練を定期的に行うよう努める

こと。 

３ 必要な医薬品その他の医療品を備え

るとともに、その管理を適正に行うこ

と。 

４ 避難訓練、消火訓練又は地震等の災

害に対する訓練を毎月１回以上行うこ
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と。 

５ 里親支援センターにおける支援は、

里親制度その他の児童の養育に必要な

制度の普及促進、新たに里親になるこ

とを希望する者の開拓、里親、小規模

住居型児童養育事業に従事する者及び

里親になろうとする者への研修の実

施、法第27条第１項第３号の規定によ

る児童の委託の推進、里親、小規模住

居型児童養育事業に従事する者、里親

又は小規模住居型児童養育事業に従事

する者に養育される児童及び里親にな

ろうとする者への支援その他の必要な

支援を包括的に行うことにより、里親

に養育される児童が心身ともに健やか

に育成されるよう、その最善の利益を

実現することを目的として行うこと。 

６ 県、市町村、児童相談所及び里親に

養育される児童の通学する学校並びに

必要に応じ児童福祉施設、児童委員等

関係機関と密接に連携して、里親等へ

の支援に当たること。 

７ 職員に対し、施設の目的を達成する

ために必要な知識及び技能の修得、維

持及び向上のための研修の機会を確保

すること。 

８ 条例及びこの規則の基準を超えて設

備を有し、又は運営をしている施設に

おいては、条例及びこの規則を理由と

して、その設備又は運営を低下させな

いこと。 

記録の

作成及

び保存 

別表第１記録の作成及び保存の項に掲

げる基準を満たすこと。 

事故等

への対

応 

別表第１事故等への対応の項に掲げる

基準を満たすこと。 

 

  

（鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例施行規則の一部改正） 

第２条 鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例施行規則（平成25年鳥取県規則第28号）の

一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（障害児通所支援事業の従業者、設備及び運営の基

 

（障害児通所支援事業の従業者、設備及び運営の基
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準） 

第３条 略 

２ 児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪

問型児童発達支援及び保育所等訪問支援並びに生

活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支

援のうち２種類以上の事業を一体的に行う事業所

の従業者、設備及び運営に関する基準は、別表第

２のとおりとする。 

３～９ 略 

 

準） 

第３条 略 

２ 児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等

デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育

所等訪問支援並びに生活介護、自立訓練、就労移

行支援及び就労継続支援のうち２種類以上の事業

を一体的に行う事業所の従業者、設備及び運営に

関する基準は、別表第２のとおりとする。 

３～９ 略 

別表第１（第３条関係） 

１ 児童発達支援 

区分 基準 

従業者

の配置 

１ 略 

２ 児童発達支援センターに配置す

る従業者は、次のとおりとするこ

と。 

 (１)～(６) 略  

 

 

 

 

 

 

 

 

(７) 次に掲げる場合には、看護

職員を置かないことができるこ

と。 

 

ア～ウ 略 

(８) 機能訓練担当職員、言語聴

覚士又は看護職員を配置する場

合は、その数を(１)に掲げる従

業者の人数に含めることができ

ること。ただし、機能訓練担当

職員等の数を含める場合におけ

る(１)に掲げる従業者及び機能

訓練担当職員等の総数の半数以

上は、児童指導員又は保育士と

すること。 

 

 

 

(９) 略 

別表第１（第３条関係） 

１ 児童発達支援 

区分 基準 

従業者

の配置 

１ 略 

２ 児童発達支援センターに配置す

る従業者は、次のとおりとするこ

と。 

 (１)～(６) 略  

(７) 主として難聴児が通う事業

所には、言語聴覚士をサービス

の単位ごとに４人以上置くこ

と。 

(８) 主として重症心身障害児が

通う事業所には、看護職員及び

機能訓練担当職員をそれぞれ１

人以上置くこと。 

(９) 主として重症心身障害児が

通う事業所を除き、次に掲げる

場合には、看護職員を置かない

ことができること。 

ア～ウ 略 

(10) 機能訓練担当職員、言語聴

覚士又は看護職員を配置する場

合は、その数を(１)に掲げる従

業者の人数に含めることができ

ること。ただし、主として難聴

児が通う事業所及び主として重

症心身障害児が通う事業所以外

の事業所において機能訓練担当

職員等の数を含める場合におけ

る(１)に掲げる従業者及び機能

訓練担当職員等の総数の半数以

上は、児童指導員又は保育士と

すること。 

 (11) 略 
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(10) 略 

３ 略 

４ 利用者の支援に支障がない場合

は、管理者を当該事業所の他の職

務に従事させ、又は当該事業所以

外の事業所、施設等の職務に従事

させることができること。 

５・６ 略 

設備 １ 児童発達支援センター以外の事

業所に設ける発達支援室は、利用

者の支援に支障がない広さとする

こと。 

２ 児童発達支援センターの設備

は、次のとおりとすること。 

(１) 発達支援室は、定員をおお

むね10人とし、利用者1人当た

りの床面積を、2.47平方メート

ル以上とすること。 

(２) 略 

 略 

障害児

支援計

画 

１ 計画の作成に当たっては、利用

者の意見が尊重され、その最善の

利益が優先して考慮される体制を

確保した上で、利用者に対するサ

ービスの提供に当たる担当者等を

招集して行う会議を開催するもの

とする。なお、会議は、テレビ電

話装置その他の情報通信機器（以

下「テレビ電話装置等」とい

う。）を活用して開催することが

できる。 

２～４ 略  

サービ

スの提

供 

１ 略 

１の２ 利用者が自立した日常生活

又は社会生活を営むことができる

よう、利用者及びその保護者の意

思をできる限り尊重するための配

慮を行うこと。 

１の３ 利用者の適性、障害の特性

その他の事情を踏まえたサービス

の確保並びに条例別表第１の１の

表サービスの提供の項第12号に規

定するサービスの質の評価及びそ

の改善の適切な実施の観点から、

サービスの提供に当たっては、心

 (12) 略 

３ 略 

４ 利用者の支援に支障がない場合

は、管理者を当該事業所の他の職

務に従事させ、又は同一敷地内に

ある他の事業所、施設等の職務に

従事させることができること。 

５・６ 略 

設備 １ 児童発達支援センター以外の事

業所に設ける指導訓練室は、利用

者の支援に支障がない広さとする

こと。 

２ 児童発達支援センターの設備

は、次のとおりとすること。 

(１) 指導訓練室は、定員をおお

むね10人とし、利用者１人当た

りの床面積を、2.47平方メート

ル以上とすること。 

(２) 略 

 略 

障害児

支援計

画 

１ 計画の作成に当たっては、利用

者に対するサービスの提供に当た

る担当者等を招集して行う会議を

開催するものとする。なお、会議

は、テレビ電話装置その他の情報

通信機器（以下「テレビ電話装置

等」という。）を活用して開催す

ることができる。 

 

 

 

２～４ 略  

サービ

スの提

供 

１ 略 
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身の健康等に関する領域を含む総

合的な支援を行うこと。 

１の４ 事業所ごとに指定児童発達

支援プログラム（前号に規定する

領域との関連性を明確にしたサー

ビスの実施に関する計画をい

う。）を策定し、インターネット

の利用その他の方法により公表す

ること。 

２～13 略 

14 児童発達支援管理責任者に、障

害児支援計画の作成及び変更に関

する業務のほか、次に掲げる業務

を行わせること。また、業務を行

うに当たっては、利用者が自立し

た日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう、利用者及び保護

者の意思をできる限り尊重するよ

う努めること。 

(１)・(２) 略 

15 略 

16 利用者の心身の状況に応じ、利

用者の自立の支援と日常生活の充

実に資するよう、適切な技術をも

って支援を行うこと。また、利用

者の適性に応じ、利用者ができる

限り健全な社会生活を営むことが

できるよう、より適切に支援を行

うこと。 

17 略 

18 事業所内では、保護者の負担に

より当該事業所の従業者以外の者

による支援を受けさせないこと。 

 

19～23 略 

24 災害の発生その他のやむを得な

い事情がある場合を除き、利用定

員及び発達支援室の定員を超え

て、サービスの提供を行わないこ

と。 

25～45 略 

 略 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２～13 略 

14 児童発達支援管理責任者に、障

害児支援計画の作成及び変更に関

する業務のほか、次に掲げる業務

を行わせること。 

 

 

 

 

 

(１)・(２) 略 

15 略 

16 利用者の心身の状況に応じ、利

用者の自立の支援と日常生活の充

実に資するよう、適切な技術をも

って指導、訓練等を行うこと。ま

た、利用者の適性に応じ、利用者

ができる限り健全な社会生活を営

むことができるよう、より適切に

指導、訓練等を行うこと。 

17 略  

18 事業所内では、保護者の負担に

より当該事業所の従業者以外の者

による指導、訓練等を受けさせな

いこと。 

19～23 略 

24 災害の発生その他のやむを得な

い事情がある場合を除き、利用定

員及び指導訓練室の定員を超え

て、サービスの提供を行わないこ

と。 

25～45 略  

 略 
 

 ２ 医療型児童発達支援 

区分 基準 

従業者 １ 従業者の人数は、次に掲げる従
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の配置 業者ごとにそれぞれに定める人数

とすること。 

(１) 医師 診療所として必要と

される数 

(２) 児童指導員 １人以上 

(３) 保育士 １人以上 

(４) 看護職員 １人以上 

(５) 理学療法士又は作業療法士 

１人以上 

(６) 児童発達支援管理責任者 

１人以上 

２ 利用者の支援に支障がない場合

は、管理者を当該事業所の他の職

務に従事させ、又は同一敷地内に

ある他の事業所、施設等の職務に

従事させることができること。 

３ 利用者の支援に支障がない場合

は、利用者の保護に直接従事する

従業者を除き、併せて設置する他

の社会福祉施設の職務に従事させ

ることができること。 

４ 保育所若しくは家庭的保育事業

所等に入所し、又は幼保連携型認

定こども園に入園している児童と

事業所の利用者を交流させるとき

は、利用者の支援に支障がない場

合に限り、利用者の支援に直接従

事する従業者については、これら

児童への保育に併せて従事させる

ことができること。 

設備 １ 階段の傾斜を緩やかにするこ

と。 

２ 診療所として必要な設備は、併

せて設置する他の社会福祉施設の

設備に兼ねないこと。 

サービ

スの開

始 

１の表サービスの開始の項に掲げ

る基準を満たすこと。 

 

障害児

支援計

画 

１の表障害児支援計画の項に掲げ

る基準を満たすこと。 

サービ

スの提

供 

１ １の表サービスの提供の項（第

６号から第10号まで、第12号、第

41号及び第45号の規定を除く。）

に掲げる基準を満たすこと。 
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２ 障害児通所給付費又は肢体不自

由児通所医療費の支払われるサー

ビスの提供の対価の額は、法第21

条の５の３第２項の規定により厚

生労働大臣が定める基準により算

定した費用の額又は健康保険の療

養に要する費用の額の算定方法の

例により算定した費用の額とし、

保護者から支払を受ける額は、法

第21条の５の７第11項の規定によ

り市町村から支払を受ける障害児

通所給付費の額又は法第21条の５

の29第３項の規定により市町村か

ら支払を受ける肢体不自由児通所

医療費の額をそれぞれ控除した額

とすること。 

３ 前号に定めるもののほか、サー

ビスの提供に要する次に掲げる費

用について、保護者から支払を受

けることができること。また、

(１)の費用の額は、知事が別に定

める額とすること。 

(１) 食事の提供に要する費用 

(２) 日用品費 

(３) (１)及び(２)のほか、利用

者の便益を直接向上させるため

の日常生活において必要となる

費用であって、保護者に負担さ

せることが適当であるもの 

４ 前２号に定めるもののほか、そ

の使途が直接利用者の便益を向上

させるための費用で、保護者に支

払を求めることが適当なものにつ

いては、保護者から支払を受ける

ことができること。 

５ 前２号の規定により、保護者に

支払を求めるときは、その使途及

び額並びに支払を求める理由を書

面により説明し、その同意を得る

こと。また、前３号の規定により

保護者から支払を受けたときは、

その者に対し領収証を交付するこ

と。 

６ 障害児通所給付費又は肢体不自

由児通所医療費の支払われないサ
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ービスを提供したときは、提供し

たサービスの内容、保護者から支

払を受けた額その他必要と認めら

れる事項を記載したサービス提供

証明書を当該保護者に交付するこ

と。 

７ 法第21条の５の７第11項の規定

により市町村から障害児通所給付

費の支払を受けたとき及び法第21

条の５の29第３項の規定により市

町村から肢体不自由児通所医療費

の支払を受けたときは、保護者に

対してその額を通知すること。 

８ 保護者が偽りその他不正な行為

によって障害児通所給付費若しく

は特例障害児通所給付費又は肢体

不自由児通所医療費の支給を受

け、又は受けようとしたときは、

遅滞なく、意見を付してその旨を

市町村に通知すること。 

記録の

作成及

び保存 

１の表記録の作成及び保存の項に

掲げる基準を満たすこと 

事故等

への対

応 

１の表事故等への対応の項に掲げ

る基準を満たすこと。 

 

２ 放課後等デイサービス 

区分 基準 

従業者

の配置 

１～７ 略 

８ 利用者の支援に支障がない場合

は、管理者を当該事業所の他の職

務に従事させ、又は当該事業所以

外の事業所、施設等の職務に従事

させることができること。 

９ 略 

設備 発達支援室は、利用者の支援に支

障がない広さとすること。 

略 
 

３ 放課後等デイサービス 

区分 基準 

従業者

の配置 

１～７ 略 

８ 利用者の支援に支障がない場合

は、管理者を当該事業所の他の職

務に従事させ、又は同一敷地内に

ある他の事業所、施設等の職務に

従事させることができること。 

９ 略 

設備 指導訓練室は、利用者の支援に支

障がない広さとすること。 

略 
 

３ 居宅訪問型児童発達支援 

区分 基準 

従業者

の配置 

１ 略 

２ 訪問支援員は、理学療法士、作

業療法士、言語聴覚士、看護職員

若しくは保育士の資格を取得後又

４ 居宅訪問型児童発達支援 

区分 基準 

従業者

の配置 

１ 略 

２ 訪問支援員は、理学療法士、作

業療法士、言語聴覚士、看護職員

若しくは保育士の資格を取得後又
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は児童指導員若しくは心理担当職

員（学校教育法の規定による大学

（短期大学を除く。）若しくは大

学院において、心理学を専修する

学科、研究科若しくはこれに相当

する課程を修めて卒業した者

であって、個人及び集団心理療法

の技術を有するもの又はこれと同

等以上の能力を有すると認められ

る者をいう。）として配置された

日以後、障がい児について、入

浴、排せつ、食事その他の介護を

行い、及び当該障がい児の介護を

行う者に対して介護に関する指導

を行う業務又は障がい児につい

て、日常生活における基本的な動

作及び知識技能の習得、生活能力

の向上のために必要な支援その他

の支援（以下この号において「支

援」という。）を行い、並びに当

該障がい児の支援を行う者に対し

て支援に関する指導を行う業務そ

の他職業訓練若しくは職業教育に

係る業務に３年以上従事した者で

あること。 

３ 略 

４ 管理者が訪問支援員及び児童発

達支援管理責任者を併せて兼ねる

場合を除き、利用者の支援に支障

がないと認められるときは、管理

者を当該事業所の他の職務に従事

させ、又は当該事業所以外の事業

所、施設等の職務に従事させるこ

とができること。 

略 

サービ

スの提

供 

１ １の表サービスの提供の項（第

７号、第19号、第22号、第24号、

第25号、第33号、第37号、第38号

及び第45号の規定を除く。）に掲

げる基準を満たすこと。 

２～４ 略  

５ サービスを利用しようとする利

用者が、適切かつ円滑に利用でき

るように、サービスの内容に関す

る情報提供を行うよう努めるこ

は児童指導員若しくは心理指導担

当職員（学校教育法の規定による

大学（短期大学を除く。）若しく

は大学院において、心理学を専修

する学科、研究科若しくはこれに

相当する課程を修めて卒業した者

であって、個人及び集団心理療法

の技術を有するもの又はこれと同

等以上の能力を有すると認められ

る者をいう。）として配置された

日以後、障がい児について、入

浴、排せつ、食事その他の介護を

行い、及び当該障がい児の介護を

行う者に対して介護に関する指導

を行う業務又は障がい児につい

て、日常生活における基本的な動

作の指導、知識技能の付与、生活

能力の向上のために必要な訓練そ

の他の支援（以下この号において

「訓練等」という。）を行い、及

び当該障がい児の訓練等を行う者

に対して訓練等に関する指導を行

う業務その他職業訓練又は職業教

育に係る業務に３年以上従事した

者であること。 

３ 略 

４ 管理者が訪問支援員及び児童発

達支援管理責任者を併せて兼ねる

場合を除き、利用者の支援に支障

がないと認められるときは、管理

者を当該事業所の他の職務に従事

させ、又は同一敷地内にある他の

事業所、施設等の職務に従事させ

ることができること。 

略 

サービ

スの提

供 

１ １の表サービスの提供の項（第

７号、第19号、第22号、第24号、

第25号、第37号、第38号及び第45

号の規定を除く。）に掲げる基準

を満たすこと。 

２～４ 略 
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と。 

 略  略 

４ 保育所等訪問支援 

区分 基準 

従業者

の配置 

１・２ 略 

３ 管理者が訪問支援員及び児童発

達支援管理責任者を併せて兼ねる

場合を除き、利用者の支援に支障

がないと認められるときは、管理

者を当該事業所の他の職務に従事

させ、又は当該事業所以外の事業

所、施設等の職務に従事させるこ

とができること。 

 略 

サービ

スの提

供 

１ １の表サービスの提供の項（第

１号の４、第７号、第19号、第22

号、第24号、第25号、第33号、第

37号、第38号及び第45号の規定を

除く。）に掲げる基準を満たすこ

と。 

２ サービスを利用しようとする利

用者が、適切かつ円滑に利用でき

るように、サービスの内容に関す

る情報提供を行うよう努めるこ

と。 

 略 

５ 保育所等訪問支援 

区分 基準 

従業者

の配置 

１・２ 略 

３ 管理者が訪問支援員及び児童発

達支援管理責任者を併せて兼ねる

場合を除き、利用者の支援に支障

がないと認められるときは、管理

者を当該事業所の他の職務に従事

させ、又は同一敷地内にある他の

事業所、施設等の職務に従事させ

ることができること。 

 略 

サービ

スの提

供 

 

 

 

 

 

 

 

 

４の表のサービスの提供の項に

掲げる基準を満たすこと。 

略 

別表第２（第３条関係） 

区分 基準 

従業者

の配置 

１ 事業の種類に応じ、条例別表第

１従業者の配置の項及び別表第１

従業者の配置の項に掲げる基準を

満たすこと。ただし、児童発達支

援、放課後等デイサービス、居宅

訪問型児童発達支援及び保育所等

訪問支援のうちいずれか２種類以

上の事業を一体的に行う場合は、

一の事業の従業者を一体的に行う

他の事業の同じ職務に従事させる

ことができる。 

２ 略  

 略 

利用定

員 

１ 児童発達支援及び放課後等デイ

サービスの利用定員は、それぞれ

別表第２（第３条関係） 

区分 基準 

従業者

の配置 

１ 事業の種類に応じ、条例別表第

１従業者の配置の項及び別表第１

従業者の配置の項に掲げる基準を

満たすこと。ただし、児童発達支

援、医療型児童発達支援、放課後

等デイサービス、居宅訪問型児童

発達支援及び保育所等訪問支援の

うちいずれか２種類以上の事業を

一体的に行う場合は、一の事業の

従業者を一体的に行う他の事業の

同じ職務に従事させることができ

る。 

２ 略  

 略 

利用定

員 

１ 児童発達支援、医療型児童発達

支援及び放課後等デイサービスの
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10人以上（主として重症心身障害

児が通う事業所にあっては、５人

以上）とすること。ただし、これ

らの事業のうち２以上の事業を一

体的に行う場合は、利用定員の合

計を10人以上（主として重症心身

障害児が通う事業所にあっては、

５人以上）とすることをもって足

りる。 

２ 前号の規定にかかわらず、事業

所の利用定員の合計が20人以上で

ある場合は、児童発達支援及び放

課後等デイサービスの利用定員を

それぞれ５人以上とすることがで

きること。ただし、これらの事業

のうち２以上の事業を一体的に行

う場合は、これらの事業の利用定

員の合計を５人以上とすることを

もって足りる。 

３ 前２号の規定にかかわらず、児

童発達支援又は放課後等デイサー

ビスの事業と主として重度の知的

障がい及び重度の上肢、下肢又は

体幹の機能の障がいが重複してい

る障害者に対する生活介護の事業

を併せて行う場合は、事業所の利

用定員の合計を５人以上とするこ

とをもって足りること。 

略 

利用定員は、それぞれ10人以上

（主として重症心身障害児が通う

事業所にあっては、５人以上）と

すること。ただし、これらの事業

のうち２以上の事業を一体的に行

う場合は、利用定員の合計を10人

以上（主として重症心身障害児が

通う事業所にあっては、５人以

上）とすることをもって足りる。 

２ 前号の規定にかかわらず、事業

所の利用定員の合計が20人以上で

ある場合は、児童発達支援、医療

型児童発達支援及び放課後等デイ

サービスの利用定員をそれぞれ５

人以上とすることができること。

ただし、これらの事業のうち２以

上の事業を一体的に行う場合は、

これらの事業の利用定員の合計を

５人以上とすることをもって足り

る。 

３ 前２号の規定にかかわらず、児

童発達支援、医療型児童発達支援

又は放課後等デイサービスの事業

と主として重度の知的障がい及び

重度の上肢、下肢又は体幹の機能

の障がいが重複している障害者に

対する生活介護の事業を併せて行

う場合は、事業所の利用定員の合

計を５人以上とすることをもって

足りること。 

略 

別表第６（第３条関係） 

 １ 児童発達支援 

区分 基準 

従業者

の配置 

１ 略 

２ 管理者は、専らその職務に従事

することができる者をもって充て

ること。ただし、利用者の支援に

支障がない場合は、管理者を事業

所の他の職務に従事させ、又は当

該事業所以外の事業所、施設等の

職務に従事させることができる。 

 

３ 常時１人以上の従業者を利用者

別表第６（第３条関係） 

 １ 児童発達支援 

区分 基準 

従業者

の配置 

１ 略 

２ 管理者は、専らその職務に従事

することができる者をもって充て

ること。ただし、利用者の支援に

支障がない場合は、管理者を事業

所の他の職務に従事させ、又は同

一敷地内にある他の事業所、施設

等の職務に従事させることができ

る。 

３ 常時１人以上の従業者を利用者
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の支援に従事させること。 

 

４ 略 

設備 １ 発達支援室並びにサービスの提

供に必要な設備及び備品等を備え

ること。 

２ 発達支援室には、支援に必要な

機械器具等を備えること。 

３ 略 

略 
 

の指導、訓練等に従事させるこ

と。 

４ 略 

設備 １ 指導訓練室並びにサービスの提

供に必要な設備及び備品等を備え

ること。 

２ 指導訓練室には、訓練に必要な

機械器具等を備えること。 

３ 略 

略 
 

２ 放課後等デイサービス 

区分 基準 

従業者

の配置 

１ 略 

２ 管理者は、専らその職務に従事

することができる者をもって充て

ること。ただし、利用者の支援に

支障がない場合は、管理者を当該

事業所の他の職務に従事させ、又

は当該事業所以外の事業所、施設

等の職務に従事させることができ

る。 

３ 常時１人以上の従業者を利用者

の支援に従事させること。 

 

略 
 

２ 放課後等デイサービス 

区分 基準 

従業者

の配置 

１ 略 

２ 管理者は、専らその職務に従事

することができる者をもって充て

ること。ただし、利用者の支援に

支障がない場合は、管理者を当該

事業所の他の職務に従事させ、又

は同一敷地内にある他の事業所、

施設等の職務に従事させることが

できる。 

３ 常時１人以上の従業者を利用者

の指導、訓練等に従事させるこ

と。 

略 
 

  

別表第10（第４条関係） 

１ 福祉型障害児入所施設  

区分 基準 

従業者

の配置 

１～７ 略 

８ 心理担当職員は、学校教育法の

規定による大学（短期大学を除

く。）若しくは大学院において、

心理学を専修する学科、研究科若

しくはこれに相当する課程を修め

て卒業した者であって、個人及び

集団心理療法の技術を有するもの

又はこれと同等以上の能力を有す

ると認められる者であること。 

 

９・10 略 

 略 

障害児

支援計

画 

別表第１の１の表障害児支援計画

の項に掲げる基準を満たすこと。 

別表第10（第４条関係） 

１ 福祉型障害児入所施設  

区分 基準 

従業者

の配置 

１～７ 略 

８ 心理指導担当職員は、学校教育

法の規定による大学（短期大学を

除く。）若しくは大学院におい

て、心理学を専修する学科、研究

科若しくはこれに相当する課程を

修めて卒業した者であって、個人

及び集団心理療法の技術を有する

もの又はこれと同等以上の能力を

有すると認められる者であるこ

と。 

９・10 略 

 略 

障害児

支援計

画 

別表第１の１の表障害児支援計画

の項に掲げる基準を満たすこと。 
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移行支

援計画 

１ 計画の作成に当たっては、入所

者に対するサービスの提供に当た

る担当者等を招集して行う会議を

開催するものとする。なお、会議

は、テレビ電話装置等を活用して

開催することができる。 

２ 計画の作成後、モニタリングを

行うとともに、入所者について解

決すべき課題を把握し、少なくと

も６月に１回以上、計画の見直し

を行い、必要に応じて、計画の変

更を行うこと。 

３ モニタリングに当たっては、入

所者の保護者との連絡を継続的に

行うこととし、特段の事情のない

限り、次に定めるところにより行

うこと。 

(１) 定期的に保護者及び入所者

に面接すること。 

(２) 定期的にモニタリングの結

果を記録すること。 

４ 計画の変更については、計画の

作成に準じて行うこと。 

サービ

スの提

供 

１～14 略 

15 児童発達支援管理責任者に、障

害児支援計画の作成及び変更に関

する業務のほか、次に掲げる業務

を行わせること。なお、業務を行

うに当たっては、入所者が自立し

た日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう、入所者及び保護

者の意思をできる限り尊重するよ

う努めること。 

(１)・(２) 略  

16・17 略 

18 入所者の心身の状況に応じ、入

所者の自立の支援と日常生活の充

実に資するよう、適切な技術をも

って支援を行うこと。また、入所

者の適性に応じ、入所者ができる

限り健全な社会生活を営むことが

できるよう、より適切に支援を行

うこと。 

19 略 

20 入所者に対し、保護者の負担に

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

サービ

スの提

供 

１～14 略 

15 児童発達支援管理責任者に、障

害児支援計画の作成及び変更に関

する業務のほか、次に掲げる業務

を行わせること。 

 

 

 

 

 

(１)・(２) 略  

16・17 略 

18 入所者の心身の状況に応じ、入

所者の自立の支援と日常生活の充

実に資するよう、適切な技術をも

って指導、訓練等を行うこと。ま

た、入所者の適性に応じ、入所者

ができる限り健全な社会生活を営

むことができるよう、より適切に

指導、訓練等を行うこと。 

19 略 

20 入所者に対し、保護者の負担に
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より、従業者以外の者による支援

を受けさせないこと。 

21～50 略 

 略 
 

より、従業者以外の者による指

導、訓練等を受けさせないこと。 

21～50 略  

略 
 

２ 医療型障害児入所施設  

区分 基準 

従業者

の配置 

１ 従業者の人数は、次に掲げる区

分に応じ、それぞれに定める人数

とすること。 

(１)・(２) 略 

(３) 心理支援を担当する職員 

１人以上 

(４)・(５) 略  

２・３ 略 

 略  

障害児

支援計

画 

別表第１の１の表障害児支援計画

の項に掲げる基準を満たすこと。 

移行支

援計画 

１の表移行支援計画の項に掲げる

基準を満たすこと。 

 略 
 

２ 医療型障害児入所施設  

区分 基準 

従業者

の配置 

１ 従業者の人数は、次に掲げる区

分に応じ、それぞれに定める人数

とすること。 

(１)・(２) 略 

(３) 心理指導を担当する職員 

１人以上 

(４)・(５) 略  

２・３ 略 

 略  

障害児

支援計

画 

別表第１の１の表障害児支援計画

の項に掲げる基準を満たすこと。 

  

  

 略 
 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

（鳥取県児童福祉施設に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

２ この規則の施行の際現に設置している児童発達支援センターについては、第１条の規定による改正後の鳥取

県児童福祉施設に関する条例施行規則別表第８職員の配置の項の規定にかかわらず、令和９年３月31日までの

間、なお従前の例によることができる。 

（鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

３ 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第66号。以下「改正法」という。）附則第４条第１項の

規定により改正法第２条の規定による改正後の児童福祉法（以下「新法」という。）第21条の５の３第１項の

指定を受けたものとみなされているものについては、第２条の規定による改正後の鳥取県障害児通所支援事業

及び障害児入所施設に関する条例施行規則（以下「新通所支援事業等条例施行規則」という。）別表第１の１

の表従業者の配置の項の規定にかかわらず、令和９年３月31日までの間、なお従前の例によることができる。 

４ 改正法附則第４条第１項の規定により新法第21条の５の３第１項の指定を受けたものとみなされているもの

については、新通所支援事業等条例施行規則別表第１の１の表設備の項の規定にかかわらず、当分の間、なお

従前の例によることができる。 

５ この規則の施行の際現に指定を受けている指定児童発達支援事業者（主として難聴児が通う事業所及び主と

して重症心身障害児が通う事業所に係るものに限る。）については、新通所支援事業等条例施行規則別表第１

の１の表従業者の配置の項の規定にかかわらず、令和９年３月31日までの間、なお従前の例によることができ

る。 

６ この規則の施行の際現に指定を受けている指定児童発達支援事業者（主として難聴児が通う事業所及び主と

して重症心身障害児が通う事業所に係るものに限る。）については、新通所支援事業等条例施行規則別表第１

の１の表設備の項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 
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７ この規則の施行の日から令和７年３月31日までの間、新通所支援事業等条例施行規則別表第１の１の表サー

ビスの提供の項第１号の４の規定の適用については、これらの規定中「公表すること」とあるのは、「公表す

るよう努めること」とする。 

 


